
京都市病院事業に係る病院及び診療所の管理等に関する規則の一部を改正

する規則を公布する。 

平成２１年３月３０日 

京都市長 門川 大作   

京都市規則第   号 

京都市病院事業に係る病院及び診療所の管理等に関する規則の一部 

を改正する規則 

 京都市病院事業に係る病院及び診療所の管理等に関する規則の一部を次の

ように改正する。 

別表第３京都市立病院の項中「１，０００」を「１，５００」に改め，同

表文書料の項中「５００」を「６００」に，「１，５００」を「１，８００」

に，「３，０００」を「３，６００」に，「４，０００」を「４，８００」に，

「１，０００」を「１，２００」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則の施行の日前に交付を申請した診断書，証明書又は意見書に係

る文書料については，なお従前の例による。 

（京都市立病院事務局管理課） 

 

９６


